
管整第2019-53号 口径100粍 鈎取二丁目地内水管橋(開削含)設計業務委託

水管橋(三ノ橋) 口径100粍 パイプビーム形式 橋長6.0m

開削 口径100・75・50・40粍 L=660m
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様式第 2 号（契 第 1 条関係）                                      （H310401 適用） 

  現 場 説 明 書            水道局 給水部 南管路整備課 

   下記のとおり説明いたします。 

１ 設計番号 管整第 2019-53 号  

２ 委託業務名 口径 100 粍 鈎取二丁目地内水管橋(開削含)設計業務委託 

３ 現場説明場所  

 

４ 

 

説 

 

 

 

明 

 

 

 

事 

 

 

 

項 

 

※本業務委託は，令和元年 10 月 1 日以降適用の土木工事標準積算基準書（宮城県土木

部）「設計業務等標準積算基準書（2019 年度版）（一財）経済調査会発行」及び「水道事業

実務必携（令和元年度版）全国簡易水道協議会発行」に基づき予定価格を算出している業

務委託です。 

 

１． 本委託の履行期限は，令和 2 年 8 月 31 日までとする。 

 

２． 現場説明に対する質問及び回答について。 

(１)本現場説明書，仕様書，特記仕様書及び図面等に対する質問は「現場説明書等に  

対する質問・回答書」により提出すること。 

(２)（１）の質問に対して，契約図書の内容に沿わない場合は回答しない。 

質問書提出期限 令和 2 年 1 月 14 日 

質問書提出先 水道局総務部企画財務課契約係 

回答期間 令和 2 年 1 月 16 日から令和 2 年 2 月 10 日まで 

回答場所 仙台市水道局 4 階入札室掲示板及び仙台市水道局ホームページ 

 

３． 本委託は，仙台市水道局契約規程（昭和 39 年仙台市水道局規程第 17 号），契約書

及び設計図書に基づき行うものとする。 

なお，設計図書と参考図書の取扱いは，次のとおりとする。 

図書名 設計図書 参考図書 

設計書表紙 ○  

現場説明書及び回答書 ○  

特記仕様書 ○  

業務委託費内訳書  ○ 

内訳書  ○ 

位置図  ○ 

  

４． 本委託においては，仙台市水道局作成の土木設計業務等委託共通仕様書(平成31年4

月)に基づき履行するものとする。  

 

５． 業務実績登録（テクリス） 

受注者は，契約時又は変更時において，業務委託料が 100 万円以上の業務について，業務

実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき，受注・変更・完了・訂正時に業務

実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し，受注時は契約締結後，15 日（休日

等を除く）以内に，登録内容の変更時は変更があった日から，15 日（休日等を除く）以内に，

完了時は業務完了後，15 日（休日等を除く）以内に，調査員の確認を受けたうえで，登録機

関に登録申請しなければならない。なお，登録内容に訂正が必要な場合，テクリスに基づき，

「訂正のための確認のお願い」を作成し，訂正があった日から，15 日（休日等を除く）以内



様式第 2 号（契 第 1 条関係）                                      （H310401 適用） 

に調査員の確認を受けたうえ，登録機関に登録申請しなければならない。 

登録できる技術者は，業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は８名までと

する）。 

また，登録機関に登録後，テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし，直ちに調

査員に提出しなければならない。なお，変更時と完了時の間が，15 日間（休日等を除く）に

満たない場合は，変更時の提出を省略できるものとする。 

 

６． 受託者は，仙台市水道局契約規程及び前金払取扱要綱の定めにより，前払金の支払

いを請求できる。 

 

７．   成果品 

成果品については仕様書に基づくものとし，調査員と十分協議のうえ提出するものとする。 

なお，重要構造物についてはチェックリスト，チェックシートを併せて提出するものとする。 

 



仙 台 市 水 道 局  

 
 
 
 

管整 第 ２０１９－５３号 
 
 
 

口径１００粍 鈎取二丁目地内水管橋(開削含)設計業務委託 
 
 
 
 

特 記 仕 様 書 
 
 
 
 
 
 

仙 台 市 水 道 局  給 水 部  南 管 路 整 備 課 
 



仙 台 市 水 道 局  

 

第１章 総  則 
 

１－１ 本業務の目的 

         本業務委託は, 仙台市太白区鈎取二丁目地内において, 老朽化した水管橋(三ノ橋)および配水支管の更新を目的とし,  

水管橋の設計, 測量, 地質調査, 河川管理者等との協議資料作成, 施工計画, 配水支管の布設替詳細設計, その他施工に際し 

必要な業務を行うものである。 

 

第２章 業務内容 
   委託業務の内容は次のとおりである。 

 

２－１ 設計業務 

 （１）水管橋設計（三ノ橋） 

① 現地調査  1業務 

② 関係機関との協議資料作成 1業務 

③ 施工計画  １業務 

④ 重力式橋台 基本構造物 1基，類似構造物 1基 

⑤ 橋台基礎工 基本構造物 1基，類似構造物 1基 

⑥ 水管橋上部工詳細設計 1橋 

 

【補正率算出条件】・橋長補正：パイプビーム形式 L＝6.0m 

・基本設計なし補正：パイプビーム形式 

 

（２）布設替詳細設計 

① 現地調査 0.66㎞ 

② 設計計画 0.66㎞ 



仙 台 市 水 道 局  

③ 各種計算 0.66㎞ 

④ 図面作成 0.66㎞ 

⑤ 数量計算 0.66㎞ 

⑥ 審査   0.66㎞  

 

【補正率算出条件】・床付深さ変化(2.0ｍ未満) 

・管路延長   別紙①のとおり 

・設計条件・・・地域環境：主として小市街地又は住居地区 

道路幅員：標準 

埋設物：なし 

土 質：なし 

・工事案件数・・・・・1件 

 ・仮設配管・・・・・・あり 

 

（３）設計協議  1業務（第１回打合せ、中間打合せ3回、最終打合せ） 

 

２－２ 測量業務 

（１）地形測量 

・現地測量  0.001Km2 

   【補正率算出条件】・縮尺：1/200 

・地域による変化率・・・地域：都市近郊，地形：平地 

（２）応用測量 

・河川定期横断測量 直接水準（平地）平均測量幅10ｍ 1本 

 

 

 



仙 台 市 水 道 局  

２－３ 地質調査業務 

（１）機械ボーリング  N=1箇所 

・土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂, φ66mm，鉛直下方，50m以下 4ｍ 

（２）解析等調査  一式 

 

第３章 成果品 
 

成果品のデータ・製本は『土木設計業務等の電子納品要領(平成31年3月 国土交通省)』及び仙台市水道局『土木設計業務等委託共通仕様

書』による。また，提出部数は下記のとおりとし，調査員と協議のうえ作成するものとする。  

(1) 報告書および設計図書 ３部 

電子媒体のソフトは次のとおりとする。  

図 面：DWG形式（AutoCAD LT 2007以降で表示，印刷，編集作業できるもの） 

文 書：Microsoft Word 

計算表：Microsoft Excel 

 

(2)  業務の成果品は次のとおりとする。  

              ①水管橋設計 

        【報告書】 

・設計概要書  ・設計報告書  ・設計計算書  ・施工計画書  ・数量計算書及び概算工事費  ・関係機関との協議資料 

・照査報告書  ・現地調査写真集  ・その他 調査員が指示するもの 

        【設計図書】 

・位置図（1/10,000） ・平面図（1/100） ・全体一般図（適宜） ・各種構造図（適宜） ・各種詳細図（適宜） 

・施工計画図（適宜） ・架設図（適宜）  ・その他 調査員が指示するもの 

 

 

 



仙 台 市 水 道 局  

②布設替詳細設計 

        【報告書】 

・設計概要書  ・数量計算書  ・関係機関との協議資料 ・工事特記仕様書  ・工期算定計算書  ・設計図（A3版） 

・その他 調査員が指示するもの 

        【設計図書】 

・位置図（1/10,000） ・平面図（1/500） ・配管詳細図（Free） ・標準土工断面図（1/10～1/50又はFree） 

・仮設図（1/10～1/50又はFree） ・横断図（1/50～1/100） ・構造図（1/10～1/50） ・工事占用申請図（Free） 

・その他 調査員が指示するもの 

 

       ③設計協議 

         ・打合せ議事録 



仙 台 市 水 道 局  

 

第４章 その他 
 

 

１．受注者は、調査員との連絡・協議を綿密に行い業務の円滑な進捗に努めること。  

２．受注者は、本業務に関する一切の事項について外部に漏洩しないこと。  

３．本特記仕様書に記載されていない事項でも、業務上必要と認められるものについては、受注者の責任において補完すること。  

４．業務遂行上必要な資料その他については貸与するが，完了時には返納するものとし、汚損逸失しないよう注意すること。  

５．受注者から提出された資料に関し、調査員より説明を求められた場合は、遅滞なく担当者を派遣し履行すること。  

６．関係官公署との協議が必要な場合は、調査員に申し出ること。  

７．本業務遂行の過程において疑義を生じた場合は、調査員の指示による。  

８．受注者は、設計にあたって建設副産物の発生抑制・再利用の促進・適正処理、及び、ケーキ改良土の利用の徹底について検討を行い、設計に反映さ 

せるものとし、その成果として別紙②のリサイクル計画書を作成し提出すること。 

９．成果品及び業務遂行のため使用した関係資料については、仙台市水道局の所有とし、他に公表・貸与・使用してはならない。  

１０．測量業務及び地質調査業務について再委託をする場合は、事前に「一部再委託承諾書」を提出すること。なお、設計業務については再委託を認めない。 

 



別紙①

　

１．管路延長

　特記仕様書に示した補正率算出に関わる延長は、以下のとおりとする。

案件No. 事業項目 口径 延長 m/案件

D被無更新 φ100 150 660

枝線連絡部 φ100 20

枝線連絡部 φ75以下 10

VP更新 φ100 210

VP更新 φ75以下 220

枝線連絡部 φ100 10

枝線連絡部 φ75以下 40

口径 延長

φ75以下 270

φ100 390

φ150

φ200

総延長 660

集計

管整第2019-53号　鈎取二丁目地内水管橋(開削含)設計業務委託

備考場所

参　　考　　資　　料

鈎取1



 別紙②


